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平成26年度

清須市表彰式

　市民功労表彰とは、住民自治の進展、社会福
祉の増進、保健衛生の向上、産業経済の振興、
地域開発の推進、教育・文化・芸術及びスポーツ
の振興、地域交流又は国際親善の推進、災害の
防止などに寄与し、これらの分野の職を１０年
以上務められ、現在も尽力いただいている
方々、その他顕著なる功績があった方々に贈ら
れるものです。

(順不同・敬称略)

岩田　順二(助七)
林　　惠子(春日天神)
成田　義之(須ケ口)

山中　　瞳(清洲)
齋藤　雅美(須ケ口駅前)
加藤　恵嗣(清洲)

松尾加洋子(寺野)
渡邉　正悦(春日冨士塚)
野々部　享(土器野)

市民功労表彰

　清須市の発展にご尽力いただいてお
ります皆様の表彰式が、１１月３日(祝)に
市役所本庁舎にて開催され、次の１3名
の方が表彰されました。

■問合せ　人事秘書課(本庁舎)

　市政功労表彰とは、議会議員として１２年以
上、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会
などの執行機関の委員として１６年以上など、
地方自治の振興に貢献され、尽力された功績
顕著な方々に贈られるものです。

(順不同・敬称略)

近藤　敏明(土器野)
佐々木由紀子(清洲)

根本　憲生(土器野)
後藤　鑛造(春日屋敷)

市政功労表彰
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（番号のかけ間違いにご注意を）

《
納
　
税
　
表
　
彰
》

　
長
年
に
わ
た
り
、
申
告
納
税
制
度
の

普
及
と
発
展
に
尽
力
さ
れ
た
功
績
に
よ

る
も
の
で
す
。（
敬
称
略
）

●
名
古
屋
西
税
務
署
長
表
彰

　
　
　
　
　
　
髙
橋
　
　
傳（
寺
野
）

●
名
古
屋
西
税
務
推
進
協
議
会
長
表
彰

　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
裕
一（
清
洲
）

　
平
成
26
年
工
業
統
計
調
査（
12
月
31
日

現
在
）を
実
施
し
ま
す
。

　
今
月
か
ら
平
成
27
年
１
月
に
か
け
て

調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
内
容

に
つ
き
ま
し
て
は
、
統
計
法
に
基
づ
き
秘

密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
正
確
に
ご
記
入

く
だ
さ
い
。

　
調
査
員
は
身
分
証
明
書（
調
査
員
証
）

を
携
帯
し
て
い
ま
す
。
万
が
一
、
不
審
に

思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合

は
、
企
画
政
策
課（
本
庁
舎
）ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
企
画
政
策
課（
本
庁
舎
）

《
瑞
宝
双
光
章
》

　
長
年
に
わ
た
り
、
教
員
と
し
て
地
域

教
育
の
振
興
に
尽
力
さ
れ
た
功
績
に
よ
る

も
の
で
す
。（
敬
称
略
）

　
長
年
に
わ
た
り
、
警
察
官
と
し
て
地

域
住
民
の
安
全
・
安
心
の
た
め
に
尽
力

さ
れ
た
功
績
に
よ
る
も
の
で
す
。

（
敬
称
略
）

内田　敏正
（新清洲）

中川　正明
（春日野方）

山田　勇
（新清洲）

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

秋
　
の
　
叙
　
勲

《
旭
日
単
光
章
》

　
長
年
に
わ
た
り
、
議
員
と
し
て
地
方

自
治
の
推
進
に
尽
力
さ
れ
た
功
績
に
よ
る

も
の
で
す
。（
敬
称
略
）

寺澤　敏郎
（阿原）

高 

齢 

者 

叙 

勲

《
中
部
管
区
行
政
評
価
局
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　  
感
謝
状
》

　
長
年
に
わ
た
り
、
行
政
相
談
員
と
し

て
行
政
相
談
制
度
の
発
展
に
尽
力
さ
れ
た

功
績
に
よ
る
も
の
で
す
。（
敬
称
略
）近藤　光雄

（土器野）

各
　
種
　
表
　
彰

　｢きよす  あしがるバス｣は、年末年始の次の期間中
運休します。

今後も引き続き、「きよす あしがるバス」をご利用ください。
運休期間 ： 平成２６年１２月２９日(月) ～ 平成２７年１月３日(土)

■問合せ　企画政策課(本庁舎)

「きよす あしがるバス」
年末年始の運休のお知らせ
「きよす あしがるバス」
年末年始の運休のお知らせ
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本
会
議
・
委
員
会
は
お
気
軽
に
傍
聴

で
き
ま
す
。 

詳
し
く
は
、議
事
調
査
課（
本

庁
舎
）ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

開
会
日

会
議
等

1
日（
月
）
本
会
議（
行
政
報
告
・
質
疑
、

議
案
提
案
・
説
明
）

4
日（
木
）
本
会
議（
一
般
質
問
）

3
日（
水
）
本
会
議（
一
般
質
問
）

9
日（
火
）
本
会
議（
議
案
質
疑
）

11
日（
木
）
建
設
文
教
常
任
委
員
会

12
日（
金
）
総
務
常
任
委
員
会

15
日（
月
）
福
祉
常
任
委
員
会

19
日（
金
）
本
会
議（
委
員
長
報
告
・

討
論
・
採
決
）

開
会
時
間

　

い
ず
れ
も
午
前
９
時
30
分
か
ら

12
月
議
会
定
例
会
日
程
の
お
知
ら
せ

ア
ル
バ
イ
ト・パ
ー
ト
収
入
の
税
金

税

だ

よ

り

　

ア
ル
バ
イ
ト
、
パ
ー
ト
収
入
に
も
、

そ
の
収
入
金
額
に
よ
っ
て
所
得
税
、
市

県
民
税
が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
親
や

配
偶
者
な
ど
の
扶
養
控
除
の
対
象
か
ら

も
外
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
年
収
97
万
円（
所
得
32
万

円
）を
超
え
る
と
、
市
県
民
税
が
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
収
1
0
3
万
円（
所
得
38

万
円
）を
超
え
る
と
、
所
得
税
が
か
か

り
親
等
の
扶
養
控
除
の
対
象
か
ら
外
れ

た
り
、
配
偶
者
の
場
合
は
配
偶
者
控
除

か
ら
外
れ
た
り
し
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課（
本
庁
舎
）

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
す
ぐ
届
出
を

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
そ
の
年
の
１

月
１
日
現
在
を
基
準
と
し
て
、
家
屋
の

所
在
す
る
市
町
村
に
お
い
て
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

新
築
又
は
増
改
築
な
ど
に
よ
り
、
家

屋
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
壊
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
税
務
課（
本
庁
舎
）に

建
築
物
除
去
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
事
務
所
・
店
舗
を
住
宅
に
改

装
し
た
り
、
住
宅
を
住
宅
以
外
に
改
造

す
る
場
合
も
税
務
課
へ
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
住
宅
用
の
土
地
に
つ
い
て
は
、

そ
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
特
例
が
設
け

償
却
資
産
の
申
告
は
お
早
め
に

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
で
償
却
資
産
を

所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
固
定
資
産
の

課
税
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
資

産
に
つ
い
て
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
、
家
屋
以
外

の
事
業
用
資
産
で
、
機
械
装
置
、
工
具
、

器
具
備
品
、
建
物
付
属
設
備
、
構
築
物

（
舗
装
道
路
、
広
告
塔
等
）な
ど
で
す
。

　

申
告
期
限
は
、
毎
年
１
月
末（
来
年

は
２
月
２
日
）で
す
。
お
早
め
に
申
告

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課（
本
庁
舎
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

名
古
屋
西
税
務
署
で
は
、
平
成
27
年

３
月
下
旬
ま
で
本
館
整
備
工
事
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

工
事
期
間
中
は
、
騒
音
等
で
ご
迷
惑
、

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

名
古
屋
西
税
務
署

　

☎
０
５
２
‐
５
２
１
‐
８
２
５
１

問
合
せ　

愛
知
県
名
古
屋
北
部
県
税
事

　

務
所　

課
税
第
二
課　

自
動
車
税
グ

　

ル
ー
プ

　

☎
０
５
２
‐
５
３
１
‐
６
３
０
５

給
与
支
払
報
告
書・償
却
資
産

申
告
書
の
提
出
は
電
子
申
告
で

　

提
出
期
限
は
毎
年
１
月
末（
来
年
は

２
月
２
日
）で
す
。

　

電
子
申
告
は
書
類
の
作
成
、
仕
分
け
、

送
付
の
手
間
を
省
き
、
事
務
の
効
率
化

に
役
立
ち
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.eltax.jp

）を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
は
０

５
７
０
‐
０
８
‐
１
４
５
９（
携
帯
・

Ｐ
Ｈ
Ｓ
・
Ｉ
Ｐ
電
話
は
０
3
‐
5
5
0 

0
‐
7
0
1
0
）ま
で

平
成
27
年
度
か
ら
自
動
車
税
の

重
課
割
合
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

　

自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
排
出
ガ
ス

や
燃
費
の
性
能
が
優
れ
た
車
の
税
率
を

軽
減
す
る
一
方
、
新
車
登
録
か
ら
一
定

年
数
を
経
過
し
た
車（
低
公
害
車
な
ど

を
除
く
）の
税
率
を
高
く
す
る
措
置
が

採
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
重
課
割
合

が
平
成
27
年
度
か
ら
概
ね
15
パ
ー
セ
ン

ト（
現
行
概
ね
10
パ
ー
セ
ン
ト
）に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
一
部
の

バ
ス
及
び
ト
ラ
ッ
ク
は
概
ね
10
パ
ー
セ

ン
ト
の
ま
ま
据
え
置
き
）

ら
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
を
取
り
壊
し
た

り
、
住
宅
以
外
に
改
造
す
る
と
、
特
例

措
置
が
受
け
ら
れ
ず
、
税
金
が
高
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課（
本
庁
舎
）

税率が高くなる年度

ガソリン車・ＬＰＧ車
新車新規登録
から13年を
超えるもの（　　　　　　）
ディーゼル車
新車新規登録
から11年を
超えるもの（　　　　　　）

重課対象自動車の種類及び
新車新規登録の時期

～平成13年3月
末日までの登録

～平成14年3月
末日までの登録

～平成15年3月
末日までの登録

～平成16年3月
末日までの登録

平成26年度　　　概ね10％
平成27年度以降　概ね15％

平成27年度以降　概ね15％

平成26年度　　　概ね10％
平成27年度以降　概ね15％

平成27年度以降　概ね15％
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一定以上の所得がある世帯

一般世帯

全員が住民税非課税世帯(低Ⅱ)

全員が住民税非課税で所得が
一定以下の世帯(低Ⅰ)

67万円

56万円

31万円

67万円

56万円

31万円

126万円

67万円

34万円

19万円 19万円 34万円

後期高齢者医療
加入世帯

後期高齢者医療以外の医療保険加入世帯

70～74歳 70歳未満

過去12か月間で３回目まで ４回目以降証の表示所得区分
上
位
所
得
者※

１５０，０００円 ＋
医療費が500,000円を

超えた場合は、
その超えた金額の１％

８３，４００円A

基礎控除後の
所得が

６００万円を
超える世帯

一
　
般

８０，１００円 ＋
医療費が267,000円を

超えた場合は、
その超えた金額の１％

４４，４００円B
基礎控除後の所得が
６００万円以下の
住民税課税世帯

非
課
税

３５，４００円 ２４，６００円C住民税非課税世帯

上
位
所
得
者※

一
　
般

過去12か月間で３回目まで ４回目以降証の表示所得区分
２５２，６００円 ＋

医療費が842,000円を超えた
場合は、その超えた金額の１％

１４０，１００円ア基礎控除後の所得が
９０１万円を超える世帯

１６７，４００円 ＋
医療費が558,000円を超えた
場合は、その超えた金額の１％

９３，０００円イ
基礎控除後の所得が
６００万円以上９０１万円
以下の住民税課税世帯

８０，１００円 ＋
医療費が267,000円を超えた
場合は、その超えた金額の１％

４４，４００円ウ
基礎控除後の所得が

２１０万円を超え６００万円
以下の住民税課税世帯

５７，６００円 ４４，４００円エ
基礎控除後の所得が
２１０万円以下の
住民税課税世帯

非
課
税

３５，４００円
＜変更なし＞

２４，６００円
＜変更なし＞オ住民税非課税世帯

高
額
医
療
・
高
額
介
護
の
合
算
制
度
と
は

　

医
療
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
世
帯

全
員
の
医
療
・
介
護
の
負
担
金
額
を
合

計
し
て
一
定
の
額
を
超
え
た
場
合
、
超

え
た
分
の
金
額
が
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

●
対
象
と
な
る
世
帯

　

医
療
・
介
護
と
も
に
費
用
を
負
担
し

　

て
い
る
世
帯

（
注
）こ
の
場
合
の「
世
帯
」と
は
、
医
療

　

保
険
上
の
世
帯
で
す
。
例
え
ば「
国

　

民
健
康
保
険
」に
加
入
し
て
い
る
方

　

と「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」に
加
入

　

さ
れ
て
い
る
方
は
、
夫
婦
で
あ
っ
て

　

も
医
療
保
険
上
は
別
世
帯
と
な
り
、

　

か
か
っ
た
費
用
を
合
計
す
る
こ
と
は

　

で
き
ま
せ
ん
。

●
支
給
額

　

平
成
25
年
８
月
か
ら
26
年
７
月
の
12

　

か
月
間
の
医
療
費
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

　

費
の
合
計
負
担
金
額
か
ら
下
表
の
金

　

額
を
差
し
引
い
た
金
額

①
５
０
０
円
以
下
の
場
合
は
、
支
給
さ

　

れ
ま
せ
ん
。

②
70
歳
未
満
の
方
の
医
療
費
の
負
担
額

　

は
、
１
か
月
に
２
万
１
０
０
０
円
以

　

上
の
も
の
だ
け
が
合
計
の
対
象
と
な

　

り
ま
す
。

●
申
請
方
法

①
本
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
方

　

支
給
の
対
象
と
な
る
方
へ
平
成
27
年

　

１
月
以
降
に
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま

　

す
の
で
、
保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）、

　

西
枇
杷
島
支
所
、
清
洲
支
所
又
は
春

　

日
支
所
に
て
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

②
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　
入
の
方

　

支
給
の
対
象
と
な
る
方
へ
12
月
以
降

　

に
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

　

保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）、
西
枇
杷
島

　

支
所
、
清
洲
支
所
又
は
春
日
支
所
に

　

て
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
②
以
外
の
医
療
保
険
に
加
入
の
方

　

保
険
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
の

　

窓
口
に
お
問
合
せ
の
う
え
、
介
護
保

　

険
の
自
己
負
担
額
証
明
書〔
高
齢
福

　

祉
課（
清
洲
庁
舎
）に
て
発
行
〕を
添

　

付
し
て
ご
加
入
の
医
療
保
険
へ
申
請

　

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）

問
合
せ　

保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）

　

平
成
27
年
１
月
１
日（
１
月
診
療
分
）

か
ら
70
歳
未
満
の
方
の
所
得
区
分
が
現

在
の
３
段
階
か
ら
５
段
階
に
細
分
化
さ

れ
、
国
民
健
康
保
険
自
己
負
担
限
度
額

（
月
額
）が
下
表
の
と
お
り
変
更
と
な
り

ま
す
。

高
額
医
療・高
額
介
護
の

　
　
　
　
　
合
算
制
度
の
ご
案
内

70
歳
未
満
の
方
の
国
民
健
康
保
険
の

自
己
負
担
限
度
額
変
更
の
お
知
ら
せ

※所得申告がない人がいる世帯は、上位所得者とみなされます。
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市
の
施
設
や
各
種
手
続
き
な
ど
、
行

政
情
報
や
地
域
情
報
を
掲
載
し
た「
清

須
市
暮
ら
し
の
便
利
帳（
平
成
25
年
２

月
発
行
）」の
改
訂
版
を
、
官
民
協
働
事

業
と
し
て
株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
と

作
成
し
、
平
成
27
年
５
月
か
ら
６
月
に

か
け
て
市
内
全
世
帯
へ
配
布
す
る
予
定

で
す
。

　

清
須
市
暮
ら
し
の
便
利
帳
の
制
作
費

は
、
事
業
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
広
告
掲

載
料
を
元
に
、
株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク

ス
が
全
て
負
担
し
ま
す
。

　

株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
の
担
当
者

が
、
広
告
の
募
集
・
販
売
の
た
め
、
平

成
27
年
１
月
末
ま
で
企
業
や
事
業
者
を

訪
問
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ

　

株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス

　

☎
０
５
９
‐
３
６
１
‐
１
１
４
４

　

清
須
市
役
所
人
事
秘
書
課（
本
庁
舎
）

　

☎
０
５
２
‐
４
０
０
‐
２
９
１
１（
代
）

皆さんのご意見を
お聞かせください パブリック・コメント

意 見 提 出 資 格 市内にお住まい、お勤め、在学の方及び事務所又は事業所を有する方

閲 覧 場 所 ・
閲 覧 時 間

○企画政策課(本庁舎)・西枇杷島庁舎・清洲庁舎・春日支所・アルコ清洲・清洲市民
　センター・清洲総合福祉センター・カルチバ新川・新川ふれあい防災センター・新
　川福祉センター・にしび創造センター・にしびさわやかプラザ・西枇杷島老人福
　祉センター・春日公民館・市立図書館
　午前８時３０分～午後５時１５分(閉庁、休館日を除きます)
○市ホームページ　パブリック・コメントのページ

　市では、市民の皆様が利用する公共施設の使用料設定に関する基本的な考え方や算定基準等を明らかにす
る「清須市公共施設使用料の設定に関する基本方針(案)」を作成しました。その内容について、市民の皆さ
んから意見の募集を行っています。

意 見 募 集 期 間 平成２６年１２月２４日(水)まで
(郵送は締切日の消印有効、その他は締切日必着)

提出されたご意見の
取 扱 い ・ 対 応

　提出されたご意見は、整理・分類したうえで、市の考え方とともに一定期間公開し
ます(個人情報に関しては公開しません)。

意 見 提 出 方 法

　案件名、氏名(法人名)、住所を記入のうえ郵送、ＦＡＸ、Ｅメール又は窓口提出でお
願いします。様式は問いません。
　ホームページからダウンロードもしくは、各閲覧場所に設置の募集用紙によりご
提出いただくこともできます。

▼郵送・ＦＡＸ・Ｅメールの場合
　〒４５２－８５６９　清須市須ケ口１２３８番地
　清須市役所　企画政策課　宛て
　ＦＡＸ　０５２－４００－２９６３
　Ｅメール　kikakuseisaku@city.kiyosu.lg.jp
▼窓口の場合
　企画政策課(本庁舎)、西枇杷島支所、清洲支所又は春日支所
　※電話、口頭でのご意見は受付しません。

■問合せ　企画政策課(本庁舎)

「
清
須
市
暮
ら
し
の
便
利
帳
」に

掲
載
す
る
有
料
広
告
を
募
集
し
ま
す

清須市公共施設使用料の設定に関する基本方針(案)について
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（番号のかけ間違いにご注意を）

清須市役所本庁舎
　　　　　西枇杷島庁舎
　　　　　清洲庁舎
　　　　　春日支所
※年末・年始の休み中は、土曜日の窓口業務もお休みします。

新川地域文化広場(カルチバ新川)
新川ふれあい防災センター
新川福祉センター
西枇杷島会館
西枇杷島小田井公民館(にしび創造センター内)
西枇杷島勤労福祉会館(にしびさわやかプラザ)
西枇杷島老人福祉センター
西枇杷島生きがいセンター(にしび創造センター内)
西枇杷島問屋記念館
みずとぴぁ庄内(庄内川水防センター)
清洲市民センター

清洲城・ふるさとのやかた

春日公民館
春日Ｂ＆Ｇ体育館
春日老人福祉センター
はるひ美術館
市立図書館
児童館・児童センター
子育て支援センター

12月27日(土)～1月4日(日)

12月29日(月)～31日(水)

12月28日(日)～1月4日(日)
12月28日(日)～1月5日(月)
12月29日(月)～1月3日(土)
12月28日(日)～1月4日(日)
12月27日(土)～1月4日(日)

今月のエコチャレンジ

■問合せ　生活環境課(本庁舎)

『大掃除 エコ電球に 取り替えて』『大掃除 エコ電球に 取り替えて』『大掃除 エコ電球に 取り替えて』
●家電製品の中で最も電気を使うのは、電気冷蔵庫(約１４パーセント)ですが、照明器
　具(約１３パーセント)も大きな比重を占めます。
●電球型蛍光ランプは、白熱電球に比べ同じ明るさで電気代は約４分の１以下、寿命も約６倍。さらにＬ
　ＥＤ電球は白熱電球に比べ、同じ明るさで電気代は約７分の１から８分の１、寿命は２０から４０倍とな
　り、二酸化炭素も少なくコスト面でもお得です。

　【出典：エコチャレ手帳2014(愛知県)】

清洲総合福祉センター 12月29日(月)～1月5日(月)
(施設設備点検日を含む)

清洲勤労福祉会館(アルコ清洲)
※ただし、プールは1月1日～3日は営業
【開館時間 午後１時～6時】(午後5時受付終了)

12月29日(月)～1月3日(土)

12月29日(月)～1月3日(土)

12月29日(月)～1月3日(土)

12月29日(月)～1月3日(土)

12月28日(日)～1月4日(日)

12月27日(土)～1月4日(日)

年末･年始　各施設のお休み年末･年始　各施設のお休み
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市内
全域

市内
全域

年末･年始　ごみ収集のお知らせ年末･年始　ごみ収集のお知らせ

年末･年始のリサイクルステーション年末･年始のリサイクルステーション

■問合せ　生活環境課(本庁舎)

【出せる物】新聞紙、雑誌、ダンボール、牛乳パック、雑がみ、古着、空き缶、金物、
空きビン、ペットボトル（キャップ含む）、スプレー缶、カセットボンベ類、
使い捨てライター、乾電池（充電式・ボタン型を除く）

◆新川ふれあい防災センター西側
　回収日　年末最終：１２月２６日(金)　年始最初：１月  ９日(金)
　時　間　午前９時～午後３時

◆清洲庁舎(駐車場内)
　回収日　年末最終：１２月２８日(日）　年始最初：１月  ４日(日)
　時　間　午前９時～午後４時

◆西枇杷島庁舎(西側車庫前)
　回収日　年末最終：１２月２７日(土)　年始最初：１月１０日(土)
　時　間　午前９時～午後３時

◆春日支所(春日老人福祉センター駐車場内)
　回収日　年末最終：１２月２７日(土)　年始最初：１月  ９日(金)
　時　間　土曜日：午前９時～正午　金曜日：午後０時３０分～４時３０分

〈可燃ごみ〉

〈不燃ごみ〉

〈プラスチック製容器包装〉

収　集　地　区 年始最初の収集日年末最終の収集日

収　集　地　区 年始最初の収集日年末最終の収集日

収　集　地　区 年始最初の収集日年末最終の収集日

毎週月・木曜日　収集地区

毎週火・金曜日　収集地区

※第１・３土曜日の収集地区(西枇杷島、清洲、新川地区の一部)は、１月の収集日が第３土曜日のみ
　となります。ご注意ください。

第１・３水曜日　収集地区

第２・４水曜日　収集地区

第１・３土曜日　収集地区　※

第２・４土曜日　収集地区

１２月２９日(月)

１２月３０日(火)

１月５日(月)

１月６日(火)

毎週水曜日　収集地区

毎週土曜日　収集地区

１２月２４日(水)

１２月２７日(土)

１月  ７日(水)

１月１０日(土)

１２月１７日(水)

１２月２４日(水)

１２月２０日(土)

１２月２７日(土)

１月  ７日(水)

１月１４日(水)

１月１７日(土)

１月１０日(土)

市内
全域
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◆受付日時 ◆申込先　年末最終：１２月２６日(金)
　年始最初：１月　５日(月)　　
　午前９時～午後５時

　清須市シルバー人材センター　
　☎０５２－４００－３１２３

〈資　源〉

〈粗大ごみ〉

収　集　地　区 年始最初の収集日年末最終の収集日

第２水曜日　地区

第４水曜日　地区

第２土曜日　地区

第４土曜日　地区

第３水曜日　地区

第４水曜日　地区

第４土曜日　地区

第１水曜日　地区

第２水曜日　地区

第３水曜日　地区

第４水曜日　地区

第１土曜日　地区※１

※１　清洲地区の第１土曜日収集地区は、１月の収集日のみ通常収集日と異なっています。

第１土曜日　地区※２

第２土曜日　地区

第３土曜日　地区

第４土曜日　地区

※２　春日地区の第１土曜日収集地区は、１月の収集日のみ通常収集日と異なっています。

１２月１０日(水)

１２月２４日(水)

１２月１３日(土)

１２月２７日(土)

１２月１７日(水)

１２月２４日(水)

１２月２７日(土)

１２月  ３日(水)

１２月１０日(水)

１２月１７日(水)

１２月２４日(水)

１２月  ６日(土)

１２月  ６日(土)

１２月１３日(土)

１２月２０日(土)

１２月２７日(土)

１月１４月(水)

１月２８日(水)

１月１０日(土)

１月２４日(土)

１月２１日(水)

１月２８日(水)

１月２４日(土)

１月  ７日(水)

１月１４日(水)

１月２１日(水)

１月２８日(水)

１月１０日(土)

１月１０月(土)

１月１０日(土)

１月１７日(土)

１月２４日(土)

年末･年始のし尿収集  年末･年始のし尿収集  

◆し尿汲取り・浄化槽の清掃業者

　本年のし尿収集は１２月２６日(金)が最終収集日です。新年は１月５日(月)から収集します。

●西枇杷島地区
　　三協商事株式会社
　　☎０５２－４４２－３０９１
　　丸新商事株式会社
　　☎０５２－４００－３６８８

●春日地区
　　株式会社サンキョークリエイト
　　☎０５８７－３２－２５４１

●新川・清洲地区
　　株式会社サンキョークリエイト
　　☎０５８７－３２－２５４１

西
枇
地
区

新
川
地
区

清
洲
地
区

春
日
地
区

（番号のかけ間違いにご注意を）
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第９回愛知県市町村対抗駅伝競走大会開催
清須市代表選手に熱い応援を!!

　飲酒運転は、その瞬間から車を凶器に変えます。「つい」や「うっかり」は許されません！ 師走は、忘年会など
で飲酒の機会が増えますので、飲酒をした場合の帰宅方法を事前に決めておくとよいですね。

飲酒運転根絶！ハンドルキーパー運動
　ハンドルキーパー運動は、自動車で仲間と飲食店などに行く場合に、あらかじめお酒を飲ま
ないで仲間を自宅まで送り届ける人を決め、飲酒運転を防ぐ運動のことです。

年末の交通安全県民運動　１２月１日(月)から１０日(水)まで
＜重点運動＞ ・飲酒運転を根絶しよう
　　　　　　・子どもと高齢者を交通事故から守ろう
　　　　　　・夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故をなくそう
　　　　　　・全ての座席でシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しよう

シリーズ5 飲酒運転を絶対にしない・させない
～ 交通事故０のまちを目指して ～

ゼロ

■問合せ　防災行政課（本庁舎）

10

　１２月６日(土)に愛・地球博記念公園(長久手市)において、県下５４市町村参加のもと「愛知万博メモリ
アル  第９回愛知県市町村対抗駅伝競走大会」が開催されます。
　各市町村の精鋭(代表選手)たちが、１１区間３２．９キロメートルを力走し、熱戦を繰り広げます。そし
て、わが清須市代表の選手たちも、一生懸命練習を重ね参加しますので、市民の皆さんの熱い応援をよ
ろしくお願いします!!
　■問合せ　スポーツ課(新川ふれあい防災センター)
　　　　　　電話０５２－４０９－１５３５

飲酒運転で失うもの・・・

お金（賠償金など）
大切な命

愛知駅伝 2014

社会的地位 家族
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（番号のかけ間違いにご注意を）

《
清
洲
ふ
る
さ
と
の
や
か
た
》

　

元
日
・
１
月
２
日（
金
）・
３
日（
土
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

※
清
洲
城
及
び
清
洲
ふ
る
さ
と
の
や
か

　

た
は
、
平
成
27
年
１
月
４
日（
日
）か

　

ら
通
常
開
館
し
ま
す
。

問
合
せ　

産
業
課（
本
庁
舎
）

　

清
洲
城
で
は
、
初
日
の
出
を
天
主
閣

か
ら
ご
覧
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

お
正
月
三
が
日
の
清
洲
城
開
館
日
程

は
次
の
と
お
り
で
す
。

《
清
洲
城
》

　

元
日

　

午
前
６
時
30
分
〜
午
後
３
時

　

１
月
２
日（
金
）・
３
日（
土
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

初
日
の
出
は
清
洲
城
で

年
末
年
始
の
施
設
休
館
の
お
知
ら
せ

○
清
洲
城
・
清
洲
ふ
る
さ
と
の
や
か
た

　

12
月
29
日（
月
）〜
12
月
31
日（
水
） 

○
一
休
庵

　

12
月
29
日（
月
）〜
１
月
８
日（
木
） 

○
飴
茶
庵

　

12
月
29
日（
月
）〜
１
月
５
日（
月
）

※
一
休
庵
は
通
常
月
曜
日
〜
木
曜
日
が

　

休
館
、
飴
茶
庵
は
通
常
月
曜
日
が
休

　

館
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

産
業
課（
本
庁
舎
）

と　き　平成27年1月10日(土)
　　　　受付：午前10時30分から
　　　　開式：午前11時00分から
ところ　春日公民館　大ホール
対　象　平成6年4月2日から平成7年4月1日
　　　　生まれの方

●案内はがき発送(12月初旬)
　上記対象者で平成26年11月20日現在、市内
に住民登録のある方に案内はがきを郵送します。
　成人式当日は案内はがきを持って会場にお越しください。
【案内はがきを紛失した 又は 届いていない場合】
　　当日は、案内はがきをお持ちでない方専用の受付を設けています。
　　受付を済ませていただきますと入場できます。

問合せ　生涯学習課(清洲市民センター )　電話052－409－6471(月曜日休館)

　「平成27年清須市成人式」を次のとおり実施しますのでご参加ください。

新成人の皆さん、おめでとうございます新成人の皆さん、おめでとうございます
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